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新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
一
条
〜
第
四
条

略

第
一
条
〜
第
四
条

略

(

分
課
の
分
掌
事
務
）

(

分
課
の
分
掌
事
務
）

第
五
条

本
庁
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条

本
庁
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

分

課

名

分

掌

事

務

分

課

名

分

掌

事

務

（
略
）

（
略
）

１

学
校
教
育
の
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

１

学
校
教
育
の
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

２

特
殊
教
育
諸
学
校
の
就
学
事
務
及
び
就
学
義
務
児
童
生
徒
に

２

特
殊
教
育
諸
学
校
の
就
学
事
務
及
び
就
学
義
務
児
童
生
徒
に

対
す
る
就
学
の
猶
予
、
免
除
及
び
督
促
に
関
す
る
こ
と
。

対
す
る
就
学
の
猶
予
、
免
除
及
び
督
促
に
関
す
る
こ
と
。

３

県
立
の
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
通
学
区
域
の
設
定
及
び
変

３

高
等
学
校
の
通
学
区
域
の
設
定
及
び
変

更
に
関
す
る
こ
と
。

更
に
関
す
る
こ
と
。

４

県
立
学
校
入
学
者
選
抜
に
関
す
る
こ
と
。

４

県
立
学
校
入
学
者
選
抜
に
関
す
る
こ
と
。

５

学
校
の
教
育
課
程
、
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
及
び
職
業
指
導

５

学
校
の
教
育
課
程
、
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
及
び
職
業
指
導

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

６

産
業
教
育
、
科
学
教
育
、
へ
き
地
教
育
及
び
特
殊
教
育
等
に

６

産
業
教
育
、
科
学
教
育
、
へ
き
地
教
育
及
び
特
殊
教
育
等
に

学
校
指
導
課

関
す
る
こ
と
。

学
校
指
導
課

関
す
る
こ
と
。

７

人
権
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

７

人
権
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

８

教
科
書
そ
の
他
の
教
材
に
関
す
る
こ
と
。

８

教
科
書
そ
の
他
の
教
材
に
関
す
る
こ
と
。

９

育
英
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

９

育
英
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

就
学
援
助
費
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

就
学
援
助
費
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

10

10

教
育
研
究
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

教
育
研
究
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

11

11

（
略
）

（
略
）

第
六
条
〜
第
十
六
条

略

第
六
条
〜
第
十
六
条

略

別
表
（
第
三
条
関
係
）

略

別
表
（
第
三
条
関
係
）

略


